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要

言

絡

仁E

経

済

魁

舎

に

於

て

.

労

働

者

は

宮

の

生

産

に

快

く

べ

か

ら

ざ

る

要

素

な

る

に

も

拘

ら

争

、

富

の
生
産
せ
ら
れ
た
る
が
斜
め
却
て
迫
害
せ
ら
れ
、
官
者
は
盆
富
み
貧
者
は
愈
々
赴
ゆ
目
の
下
回
府

に
洗
倫
し
、
そ
の
懸
隔
を
太
し
か
ら
し
む
る
も
の
は
何
故
で
あ
る
か
。

け
現
代
の
一
肱
合
組
織
に
於
て
、
私
有
様
制
度
が
認
め
ら
れ
、
分
配
の
一
公
平
を
失
し
た
る
結
果
で
あ

言

ふ

迄

も

な

く

此

は



此
制
度
の
下
に
於
て
は
、
一
面
に
於
て
自
己
の
資
本
及
労
カ
に
関
係
な
〈
、
全
く
不
労
的
，

じ
魁
舎
の
進
歩
に
件
ふ
て
生
宇
る
増
債
を
飽
中
断
し
、
所
謂
蒔
か
す
し
て
苅
る
階
級
の
現
る
、

4

。A
U

電
-
大
な
る
弊
宣
伝
醸
成
す
る
の
で
あ
る
。

の
由
っ
て
来
る
所
は
、
畢
覧
祉
舎
の

さ
共
に
、
又
他
面
じ
が
、
て
如
何
に
蒔
け
芯
も
苅
る
こ
さ
を
得
ぎ
る
階
級
を
生
じ
、
滋
に
枇
舎
の

此
の
如
き
は
質
じ
枇
命
回
遊
歩
の
罪
で
あ
っ
て
、
そ

一
一
部
の
階
級
が
何
等
労
せ
十
し
て
不
信
に
増
債
を
獲
得

す
J

る
こ
さ
に
あ
る
。

従

て

余

は

滋

に

此

の

如

き

不

持

増

債

の

経

済

上

井

に

赴

合

上

に

於

り

る

重

要

な

る

意

義

を

攻

究

し

、

併

せ

て

之

に

討

す

る

図

家

の

政

策

を

叙

へ

た

い

さ

憶

ふ

o

第
個圃圃圃

節

不

労

増

債

の

意

義
e

不

勢

増

債

郎

も

g
g
B注目
R
Z
E
B仲
(
或
は

5
5
E
F
H
H
ω
E
当
日
門

N
g
E
r
s
な
る
語
は
、
ゼ

1
、
エ
ス
，

e

、、

Y

が
そ
の
大
著
経
済
原
論
に
於
て
、
初
め
て
用
ゐ
た
る
言
葉
で
あ
る
が
、
不
労
増
債
な
る
忠

想
そ
の
も
の
は
、
之
を
ア
ダ
ム
、
丸
ミ
九
の
宮
岡
論
及

y
カ

Y

ド

の

経

糖

尿

論

に

於

て

見

る

こ

川
ミ

Y

の

説

明

に

依

れ

ば

5
8
5
a
r
5
5
g
g門
さ
は
、
個
人
の
傍
力
資
本
に
閲

さ
が
出
来
る
。

係

な

〈

生

子

る

債

値

の

増

加

な

り

芯

謂

ひ

、

そ

の

増

債

成

立

の

吠

況

e

夕、叶
}
H
q
m
5
4
ω
一の

r
o
p
S
F

4
0
5
E
P巳
;
-
o
o
p
三
任
。
C
H
4
2
5
6
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三
内
山
口
m
u

ぬ
の
の
ロ

O
B円

N
T
d
m
・
の
諮
を
以
て
形
容
し
た
。
印
も
彼

不
労
噌
償
さ
課
税
政

七



商

業

さ

経

済

八

等
が
睡
眠
せ
る
問
に
も
、
何
等
の
働
な
〈
危
険
を
問
問
す

E
な
〈
又
節
約
な
く
し
て
、
全
く
ポ
ケ

ヅ

ト

に

手

を

入

れ

た

ま

〉

握

り

得

る

富

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

不

努

増

債

ご

は

之

を

個

人

率

者

或

は

之

の

貼

よ

り

に
結
び
付
け
て
考
ふ
る
さ
き
は
、
努
せ
な
い
で
獲
る
も
の
で
あ
る
。

不
労
利
得
の
・
語
を
用
ゆ
る
も
の
が
あ
る
o
州

W

ミ

Y

は

主

ざ

し

て

地

代

及

地

債

に

就

て

不

労

増

債

を

論

じ

た

の

で

あ

る

が

、

不

労

増

僚

に

し

て

銃

に

前

述

の

意

味

に
e
解

す

る

も

の

ご

す

れ

ば

車

に

土

地

に

関

し

て

の

み

起

る

現

象

で

は

な

い

。

動

産

不

動

産

を

問

は

十

凡

て

の

財

産

に
就
て
之
を
品
一
一
口
ふ

E
が
出
来
る
。

郎
も
セ
ク
グ
マ
シ
の
一
一
一
一
日
を
籍
り
て
云
ふ
ご
き
は
、
彼
の
新

一

村

落

が

後

述

し

て

漸

次

有

望

の

都

市

三

な

間
四
の
償
値
の
如
き
も
亦
そ
の
一
例
で
あ
る
。

る
に
連
れ
、
新
聞
の
債
値
は
街
角
敷
地
の
債
依
さ
均
し
く
、
編
輯
員
が
従
来
に
比
し
て
努
力
を

加

ふ

る

こ

芯

を

要

せ

や

し

て

自

然

に

昂

進

し

、

そ

の

後

行

紙

数

は

土

地

の

低

位

を

際

交

せ

し

乍

併

土

地

は

他

の

財

産

ε
は
種
々
の
黙
に
於
て
異
る
の
結
果
、
財
産
の
自
然
増
債
中
最
も
期
若
な
る
も
の
は
、
土
ぃ

む

る

さ

同

一

の

魁

合

的

勢

力

の

後

勤

に

由

り

て

増

加

す

ぺ

き

で

あ

る

。

地
の
自
然
増
俄
で
あ
る
。

同
蓋
し
土
地
は
他
の
凡
て
の
生
産
物
さ
異
り
、
そ
の
地
位
一
郎
積
及

地
味
等
じ
於
て
、
所
謂
濁
占
的
性
質
を
持
っ
て
居
る
。

土

地

は

人

類

の

存

在

以

前

仁

成

立

し

?

決

し

て

人

類

の

手

に

よ

り

て

生

産

せ

ら

れ

た

る

も

の

で

は

な

い

、

紳

は

地

球

を

今

日

の

大

さ



に

作

b
た
る
た
め
、
人
間
の
カ
を
以
て
し
で
は
如
何
さ
す
る
こ
さ
は
出
来
な
い
。

地

の

康

亥

に

は

自

ら

限

度

が

あ

る

、

従

て

縦

令

ロ

久

チ

ヤ

イ

Y

ド

又

は

バ

ン

グ

l

ピ

Y

ト
の

何

印

も

土

カ
を
以
て
す
る
も
.
之
に
尺
土
の
面
積
な
加
ふ
る
こ
さ
は
出
来
な
レ
。

至
つ
て
は
、
縦
A
T
そ

の

供

給

は

需

要

じ

依

b
v
L
制
限
せ
ら
る
、
さ
雄
も
、
殆
ん
ピ
無
限
に
之
を

反

之

一

般

の

製

品

じ

生
産
す
る
こ
ご
が
出
来
る
、
之
れ
帽
子
靴
上
衣
等
の
一
般
生
産
物
芝
、
土
地
芯
を
同
一

の

法

則

に

従

は

し

む

る

こ

さ

を

得

ざ

る

理

由

で

あ

る

。

経

済

上

に

於

て

濁

占

債

格

を

有

す

る

も

の

さ
然
ら
ざ
る
も
の
芯
は
、
之
を
同
一
に
取
扱
ふ
こ
さ
は
出
来
な
い
、
尤
も
濁
占
性
を
有
す
る
も

の

は

必

十

し

も

土

地

の

み

に

限

ら

な

い

、

彼

の

美

術

品

骨

董

品

等

に

於

て

も

之

を

見

る

E
が

例

従

て

余

は

本

論

に

於

て

は

主
〆
回
し
て
最
も
特
色
あ
る
、
又
経
済
上
枇
合
上
に
於
て
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
土
地
の
不

出
来
る
。

乍

併

就

中

最

も

顕

著

な

る

も

の

は

土

地

で

あ

る

。

般
労
増
伎
の
み
に
就
て
論
争
る
心
算
で
あ
る
。

卒
者
或
は
不
労
増
債
ゾ
二
一
一
日
は
宇
し
て
土
地
に

就

て

は

特

に

自

然

増

僚

の

誌

を

用

ゆ

る

者

が

あ

る

。

若
し
自
然
増
債
の
意
味
が
所
間
魁
舎
一

の
進
歩
(
句
円
om円
。
訟
。
r
o
n一
ぬ
き
の
結
果
に
成
る
増
債
で
あ
っ
て
、
其
人
が
自
己
の
増
債
な
獲
ぺ

き
原
因
含
有
せ
ざ
る
場
合
を
指
す
な
ら
ば
、
五
日
人
の
謂
ふ
所
さ
同
一
で
あ
る
。
皐
丑
見
十
る
に
、

之

を

個

人

よ

り

見

て

利

得

の

概

念

よ

り

出

後

す

る

時

は

不

労

利

得

ざ

な

り

.

之

ケ

客

観

的

仁

守
小
野
山
哨
侭
さ
課
税
政

九



商

業

さ

経

済

四
O 

社

合

的

に

見

る

時

は

不

労

培

債

又

は

自

然

増

依

さ

な

る

誇

で

あ

る

。

M
労
増
債
は
決
し
て
主
観
的
な
る
使
用
債
依
の
増
債
で
は
勿
論
な
い
、
必
子
や
交
換
債
依
の
明

加
で
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而

し

て

滋

に

謂

ふ
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口
匂
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ω∞M
-

第

二

節

不
法
刀
増
債
の
原
因

不

勢

増

債

の

根

本

的

原

因

は

‘

今

日

の

泣

合

制

度

た

る

私

有

権

制

度

に

在

る

は

勿

論

で

あ

る
が
、
不
労
増
債
を
後
生
せ
し
む
る
庶
接
原
因
は
、
赴
舎
の
進
歩
或
は
ミ

Y

の
所
謂

m
s
o
p
-

号
2
3己
g
n
g
o町

ω
。の一

mq
印
ち
個
人
さ
浅
交
渉
な
る
一
肱
合
的
環
境
に
在
る
。
祉
合
の
進
歩
は

人
口
の
増
加
を
伶
ひ
、
人
口
の
増
加
は
都
市
村
落
等
の
抗
公
共
図
憾
の
膨
脹
を
促
が
し
、
従
て
此
'

等
人
口
の
蛸
集
す
る
地
方
の
地
仮
及
地
代
は
、
驚
〈
可
き
速
度
な
以
て
増
加
し
‘
之
を
締
納
的



に
質
例
を
奉
げ
て
論
設
す
る
迄
も
な
く
、
今
日
に
於
て
は
地
債
の
上
勝
程
五
日
人
に
統
計
上
の

怪
異
彰
一
不
す
も
の
は
な
い
。

而
し
て
此
等
一
公
共
闘
睦
の
後
遠
の
結
果
は
、
或
は
道
路
橋
梁
裕
一

湾
銭
道
等
の
交
通
機
関
の
後
逮
ご
・
な
り
、
又
都
市
の
設
備
ご
し
て
一
公
園
上
水
下
水
燈
火
等
の

れ
公
共
の
改
良
事
業
ざ
し
て
表
は
れ
、
或
は
図
家
的
施
設
ご
し
て
博
物
館
皐
校
等
の
文
化
的
各

耗

の

経

治

物

の

設

置

を

見

る

に

至

る

の

で

あ

る

。

之
れ
印
+
り
魁
舎
の
進
歩
で
あ
る
。

此
の

如
く
各
都
の
一
公
共
改
良
事
業
起

h
J
、
地
僚
は
上
騰
し
、
地
主
は
永
久
的
に
利
盆
を
亨
〈
る
に
も
・

拘
ら
や

J.而
も

殆

ん

ざ

そ

の

費

用

に

寄

興

す

る

所

は

な

い

。

人
若
し
前
掲
の
施
.
設
が
果
し
て

地
債
を
上
勝
せ
し
め
、
又
債
格
の
維
持
じ
必
要
な
る
も
の
な
り
や
否
や
を
疑
ふ
者
あ
ら
ば
、
彼
s

分

明

る
o

等

が

現

在

利

盆

を

亨

く

る

此

等

諸

穏

の

改

良

物

を

除

却

せ

る

場

合

ケ

想

像

す

れ

ば

底

も

に

A
1
例

は

此

等

の

改

良

設

備

に

関

す

る

注

意

を

、

都

市

の

一

部

よ

り

他

の

一

部

に

移

す
も
の
ご
仮
定
す
れ
ば
、
困
却
さ
れ
た
る
地
域
の
道
路
衛
生
成
態
は
忽
諸
に
附
せ
ら
れ
、
そ
の

地

債

は

低

下

す

る

に

反

し

‘

注

意

の

抑

は

る

、

場

所

は

漸

次

そ

の

債

格

を

上

騰

す

る

こ

さ

〉

な
る
の
で
あ
る
。

之
に
由
り
て
瞭
な
る
が
如
〈
、
都
合
地
の
地
債
は
一
公
共
の
改
良
物
に
由

b

て
維
持
せ
ら
れ
、
且
増
加
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。

而
も
‘
此
等
の
改
良
物
た
る
や
土
地
所
有
.

者
の
出
資
に
依
り
て
遂
行
せ
ら
る
冶
に
あ
ら
十
し
.
て
、
買
に
一
枇
合
多
数
人
の
費
用
に
よ
り
て
‘

不
労
柑
償
さ
誠
税
政

四



~ 
き

る

う』
商

の
業

で』さ

あ経

る澗
O 

gg 

一
見
に
奇
異
に
成
壱
ら
る
、
こ
さ
は
、
此
の
如
き
方
治
じ
て
地
債
を
増
'

加
せ
し
む
る
一
公
共
図
健
は
、
事
賃
上
地
主
の
結
局
め
に
地
債
を
上
勝
せ
し
む
る
特
権
に
封
し
、
そ

の
代
債
な
仕
挑
ひ
っ
、
=
あ
る
こ
芯
は
是
で
あ
る
。

差
し
人
口
の
増
加
一
公
共
の
改
良
物
及
某

他
の
一
祉
舎
上
の
原
因
に
よ

b
、
都
合
地
の
地
債
上
騰
す
る
に
連
れ
、
居
住
者
に
封
し
要
求
せ
ら

ド
ク

y

y
は
そ
の
著
不
労
増
債
論
じ
於
て
、
，

地
債
増
加
の
原
因
を
分
も
、
(
ご
人
口
の
増
加
(
二
)
一
公
共
の
改
良
物
の
二
ご
し
た
。
又
皐
者
に
よ

る
〉
地
代
は
、
一
居
昂
騰
を
一
不
す
が
絡
で
あ
る
。

り
で
は
自
然
増
債
の
要
素
を
(
イ
)
一
般
の
事
情
(
ロ
)
個
人
の
事
情
(
川
)
公
共
図
健
の
施
設
(
こ
資
本

の
四
に
分
つ
も
の
が
あ
る
、
乍
併
皆
之
を
赴
舎
の
進
歩
な
る
観
念
じ
包
合
せ
し
む
る
こ
さ
が

出
来
る
。

持
も
個
人
の
労
作
に
関
係
な
〈
、
赴
舎
の
一
般
的
進
歩
に
白

b
て
生
子
る
も
の
は
?

乍
併
質
際
問
題
さ
し
て
は
、
如
何
な
る
部
分
が
個
人
の
労

作
に
尚
り
、
又
如
何
な
る
程
度
に
於
て
不
労
培
債
を
認
な
ぺ
き
や
、
此
極
の
排
別
は
決
し
て
容

不
労
増
債
さ
な
す
べ
き
で
あ
る
つ

目
勿
で
は
な
い
。

小
川
博
士
は
そ
の
近
著
租
税
論
に
於
で
、
所
謂
不
労
利
得
の
原
因
を
分
別
し

て
、
(
こ
凶
家
的
原
因
(
二
)
赴
合
的
原
因
(
コ
一
)
経
済
的
原
因
の
三
ざ
し
た
。
尤
も
同
博
土
は
単
に
土
・

地
の
み
に
限
ら
宇
一
般
的
に
各
種
の
も
の
じ
っ
き
不
労
利
得
を
論
述
せ
ら
れ
、
殊
じ
従
来
不

勢
増
債
の
原
因
を
最
も
庚
義
に
赴
舎
の
進
歩
な
る
誌
を
以
て
表
示
せ
る
に
反
し
、
不
労
利
得



の
原
因
に
つ
き
、
そ
の
内
容
を
細
別
し
之
を
明
瞭
に
し
た
貼
に
特
色
が
ゐ
る
。

(6) 

而

し
て

此

の

説

明

は

又

勿

論

土

地

に

関

し

て

最

も

良

く

泡

用

せ

ら

る

、

の

で

あ

る

。

印

も

岡

家

的

原
2

因
さ
は
、
岡
家
及
↓
公
共
闘
睦
の
行
局
局
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

じ
表
は
る
れ
ば
、
岡
家
が
相
続
法
を
定
め
て
不
労
利
得
の
原
因
を
作
り
、
又
ぞ
れ
が
一
般
行
政

J

の

上

に

表

は

る

れ

ば

、

岡

家

公

共

図

睦

の

行

政

上

の

各

種

の

施

設

が

不

労

利

得

の

基

礎

を

培

例

へ

ば

或

は

そ

れ

が

立

法

の

上

ふ
も
の
で
あ
る
。

又
赴
合
的
原
因
さ
は
、
例
へ
ば
一
地
方
に
人
口
の
集
中
す
る
が
如
き
、
資
本

の
増
加
風
俗
の
縫
遜
等
の
社
合
的
事
情
の
鐙
勤
よ
り
水
ゆ
る
も
の
で
あ
る
。

向

経

済

的

原

因

さ
は
貨
倣
m
債

依

の

下

落

一

般

物

債

の

騰

貴

景

気

不

景

気

等

の

経

済

的

各

積

の

現

象

訟

指

す

の
で
あ
る
。

以

上

の

三

者

を

以

て

略

所

謂

赴

舎

の

進

歩

な

る

言

葉

の

内

容

を

明

か

じ

す

る

こ
さ
が
出
来
る
。

従

て

不

持

利

得

は

種

々

の

形

を

採

b
て
表
は
れ
、
相
続
贈
興
財
産
の
.
自
然

増
債
.
投
機
利
得
1

景
気
利
待
、
戦
時
利
得
等
は
そ
の
主
な
る
場
合
で
あ
る
。

し
で
も
亦
同
様
の
形
式
を
以
て
表
は
れ
る
。

而

し

て

土

地

に

関

就

中

土

地

に

関

す

る

不

労

増

債

従

て

又

不

労

利
得
の
原
因
中
、
最
も
重
大
な
る
も
の
は
土
地
の
投
機
で
あ
る
o

進

歩

せ

る

赴

舎

に

於

て

は
Y

地
位
の
上
騰
限
り
な
き
結
局
め
、
常
に
投
機
的
性
質
を
有
し
て
居
る
。

管
利
の
目
的
を
以
て
、
一
時
的
に
土
地
を
購
入
す
る
も
‘
此
の
場
合
恰
も
稲
萄
酒
佐
貯
蔵
す
る
‘

従

て

土

地

投

機

業

者

は

不
労
噌
併
さ
課
税
政

四



商

業

さ

経

済

四
四

ぜ
同
じ
く
、
盟
・
に
占
有
し
何
等
の
改
良
を
加
へ
十
ご
も
.
市
場
に
が
、
て
責
民
せ
ら
る
冶
や
、
直
じ

債

格

の

上

騰

さ

不

努

別

得

さ

を

換

期

す

る

こ

ぜ

が

出

来

る

。

郎
も
之
を
正
し
く
一
一
一
一
ロ
ふ
時
は
?

恰

も

赴

舎

の

進

歩

て

ふ

蓋

然

性

若

は

可

能

性

じ

謝

す

る

一

種

の

賭

博

の

如

く

、

投

機

者

は

之

〆

に

よ

b
て
利
得
を
結
局
す
に
反
し
.
赴
合
会
陸
は
損
失
を
被
る
の
で
あ
る
o

私

有

権

制

度

の

下

に

於

て

、

土

地

所

有

権

者

が

此

の

如

き

赴

舎

的

能

因

に

よ

り

て

生

十

る

債

-

他
の
会
増
加
額
を
聾
断
す
る
権
限
を
有
す
る
限
り
、
恐
ら
く
此
穫
の
賭
博
の
歌
む
時
は
・
な
い

而
も
今
日
の
土
地
-

の
で
あ
る
。

又
此
積
の
賭
博
は
一
宮
に
都
合
地
及
其
附
廷
に
於
て
行
は
る
冶
の
み
な
ら
子
、
文

化
の
漸
進
す
る
に
従
ひ
、
遠
く
山
間
僻
限
の
地
に
迄
及
び
、
土
地
投
機
業
者
は
未
だ
自
己
所
有
・

の
土
地
を
踏
ま
争
、
車
に
地
固
に
よ
り
て
そ
の
地
位
を
推
知
し
得
る
に
も
せ
よ
、
倫
克
〈
毎
年

そ
の
地
債
は
昂
騰
を
緩
け
、
英
大
芯
る
官
tf
績
な
こ
さ
が
出
来
る
。

培

債

の

最

も

太

し

き

場

合

で

あ

る

o

此

の

如

き

は

質

に

不

労

顧

ふ

に

仮

b
に

土

地

の

私

有

権

制

度

存

在

せ

子

、

図

家

が

之

が

保

管

者

た

り

又

大

地

主

た

る

場
A
ザ
を
想
像
す
る
も
、
地
債
の
増
加
は
必
然
的
に
赴
舎
の
進
歩
に
件
ひ
て
起
り
、
人
の
カ
ケ
'

以

て

し

て

は

之

の

趨

勢

を

防

止

す

る

こ

さ

は

出

来

な

い

。

地

債

な

る

も

の

は

個

人

的

弁

に

共

同

的

の

所

有

の

事

質

如

何

じ

不

拘

昂

騰

す

る

傾

向

を

有

す

る

も

の

で

あ

る

。

乍

併

此

等



の

昂

騰

せ

る

地

債

の

全

部

若

は

一

部

を

一

一

個

人

の

建

断

に

委

す

る

さ

き

は

不

労

利

得

ざ

な

り

、

赴

舎

正

義

の

要

求

に

反

す

る

も

の

で

あ

る

。

叉

ぬ

の

如

き

場

合

自

然

的

に

増

債

を

防

止

す
'
る
こ
さ
は
恐
ら
〈
不
能
な
ら
ん
も
、
人
局
的
の
債
格
増
加
を
制
止
す
る
こ
ご
は
、
可
能
な
る

の
み
な
ら
す
又
至
静
岡
の
所
置
で
ゐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
部
を
、
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
て
枇
舎
の
有
に
蹄
す
る
も
の
ざ
す
る
な
ら
ば
、
土
地
投
機
に

封
す
る
誘
因
は
減
少
し
.
従
て
地
債
増
加
な
る
現
象
も
、
従
前
に
比
し
一
層
健
全
且
赴
舎
よ

b

放

に

此

程

の

不

労

培

債

の

全

部

又

は

見
て
無
害
な
る
原
因
に
繋
る
こ
芝
、
な
り
、
赴
舎
の
人
々
は
盟
・
に
金
銭
を
得
る
の
喜
悦
の
み

の
免
め
、
投
機
を
結
局
す
こ
ご
を
止
め
、
従
て
偶
然
利
得
に
謝
し
何
等
の
希
望
な
き
に
至
る
ご
き

は
、
土
地
投
機
井
に
不
労
利
得
に
謝
す
る
誘
因
は
、
雲
治
霧
散
し
祉
舎
の
正
義
を
維
持
せ
ら
る

、
の
で
あ
る
。

(
。
〉
予
三
謡
片
山
時
曲
部
則
的
w
m
t
M
W同
川
〉
同

第

三

節

謀

務I

政

策

或
は
以
上
の
如
き
設
に
お
し
て
、
反
劉
の
段
を
ゐ
げ
抗
競
を
試
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。

乍
併
個
人
の
利
盆
さ
赴
合
会
踏
の
一
服
一
肱
さ
が
合
致
す
る
ご
さ
は
兎
に
角
.
そ
の
相
背
反
す
る

不
純
万
常
備
さ
課
税
政

四
五



商

業

さ

経

・

涛

四
六

さ
き
は
、
勿
論
個
人
の
利
盆
を
犠
牲
じ
し
て
枇
舎
の
利
盆
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。

従

て

若

し
比
の
如
き
培
債
額
を
赴
舎
の
有
じ
臼
仰
せ
し
む
る
、
途
あ
り
ざ
す
れ
ば
、
定
に
之
れ
十
方
遊
界

の
妙
泌
で
あ
る
。

ミ

Y

も
既
に
比
の
如
き
一
肱
合
的
じ
醸
成
せ
ら
れ
た
る
不
労
培
償
額
は
、
之

を
奪
ふ
ご
す
る
も
、
何
等
私
有
権
制
度
を
侵
害
す
る
も
の
じ
あ
ら
ぎ
る
旨
を
逃
ぺ
て
居
る
。

的
誠
に
此
等
の
方
法
を
拳
ぐ
れ
ば
.
(
ご
土
地
を
図
有
志
す
る
こ
さ

(
F
E
B
E
E
S片

山

O
ロ
)
(
二
)
一

般
的
に
土
地
の
不
労
培
債
を
岡
家
じ
奪
ふ
こ
さ
(
三
)
特
殊
の
原
因
に
よ
る
場
合
の
み
に
不
労

増

債

を

奪

ふ

こ

さ

の

三

個

の

場

合

を

想

像

す

る

こ

さ

が

出

来

る

。

一
先
づ
土
地
の
園
有
を
賀
行
す
る
こ
さ
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
有
も
不
労
増
債

が

今

日

の

赴

合

制

度

た

る

土

地

の

私

有

を

認

む

る

結

に

、

根

源

を

後

す

る

も

の

ぜ

す

る

な

ら

ば
、
須
〈
そ
の
根
元
に
朔
り
し
原
因
の
後
生
を
文
除
す
る
の
方
法
を
譲
歩
べ
き
で
あ
る
。

一苅

来

此

種

の

論

は

赴

曾

主

義

者

の

多

く

が

主

張

す

る

所

で

あ

る

が

、

そ

の

方

法

の

最

も

大

騰

に

し
て
徹
底
的
な
る
も
の
は
、
土
地
図
有
論
者
の
主
張
で
あ
り
、
就
中
最
も
著
名
な
る
も
の
は
へ

-

y

y

l

デ

ヨ

1

ヂ
氏
の
議
論
で
あ
る
。

氏
は
そ
の
貧
困
ご
進
歩
な
る
著
書
中
じ
於
て
、
土
地

の
私
有
権
制
度
は
貧
困
の
源
泉
で
あ
り
、
又
凡
て
の
赴
合
的
害
悪
の
根
元
で
ゐ
る
。

元

来

土

地

は

人

の

労

働

に

白

り

て

治

b
出

し

た

る

も

の

に

あ

ら

5
る
が
故
に
、
之
を
個
人
の
所
有
に



属
せ
し
な
る
が
如
き
は
、
正
義

(Tω
民
の
め
)
の
観
念
に
戻
る
も
の
な
る
旨
を
述
べ
、
夏
じ
土
地
の
私

有

は

努

働

者

を

奴

隷

化

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

赴

舎

の

進

歩

佐

阻

止

し

、

赴

舎

の

病

弊

た

る

貧

困

を

盆

大

し

か

ら

し

な

る

が

故

に

、

之

が

救

済

手

段

は

凡

て

の

土

地

を

図

有

ご

な

す

の

外

注

な

き

旨

を

主

張

し

て

居

る

。

又

極

端

な

る

土

地

固

有

設

を

奉

せ

ま

る

者

さ

離

も

、

土

地

私

有

格

制

度

に

お

し

て

は

、

之

に

制

限

な

設

く

べ

し

さ

主

張

す

る

も

の

が

砂

〈

な

レ

。

日

μ
・

3
L
U

れ望

台
h
M

ふ
』
?
品

u'
草
創
官

の

思

想

は

y
カ

Y

ド

及

ミ

Y

の

説

じ

於

て

見

る

こ

さ

が

出

来

る

。

、

Y
は

y
カ

Y

ド

の

設

じ
従
ひ
、
枇
舎
の
進
歩
に
件
ひ

τ
生
宇
る
地
代
の
騰
支
を
以
て
、
不
労
増
債
ご
し
、
此
の
如
き
増

債

は

岡

家

公

共

園

陸

の

働

に

由

る

も

の

な

る

が

故

に

、

之

を

個

人

に

奥

へ

宇

し

て

園

家

に

欣

な

ぺ

し

ご

説

い

て

居

る

が

、

氏

の

主

張

は

寧

ろ

勝

家

の

増

債

を

奪

ふ

こ

ぜ

じ

ゐ

る

。

乍

併

土

地

図

有

論

者

の

支

持

者

は

、

比

の

如

き

E
を
以
て
満
足
せ
子
、
一
宮
じ
賂
来
の
増
債
の
み
な
ら
宇

古

く

過

去

に

朔

り

て

淡

牧

し

、

土

地

営

悉

〈

図

有

さ

な

さ

い

v

れ

ば

止

ま

な

い

の

で

あ

る

。

ふ

に

土

地

図

有

論

の

理

論

的

松

波

に

就

て

は

殆

ん

ピ

之

を

守

ふ

者

は

な

い

ヘ

乍

併

そ

の

賀

行

顧

上

に

於

て

は

種

々

の

困

難

を

生

じ

不

可

能

で

あ

る

。

抑

も

土

地

の

私

有

制

な

る

も

の

は

必

子

し

も

必

至

的

の

制

度

に

あ

ら

ぎ

る

に

も

せ

よ

、

歴

史

的

に

後

.

達

せ

る

生

産

物

ご

し

て

今

日

赴

舎

の

一

般

的

利

益

ご

調

和

し

て

矛

盾

な

き

以

上

、

を

こ

じ

存

在

の

理

由

が

あ

ら

ね

ば

な

ら

不
労
常
備
さ
謀
説
政

四
七



ぬ。

商

業

さ

経

済

従
て
若
し
土
地
の
図
有
を
断
行
せ
ん
さ
す
れ
ば
、
必
十
や
相
蛍
の
賠
償
を
奥
ふ
る
ニ
ゾ
」

四
八

が
必
要
で
あ
り
、
然
ら
ぎ
れ
ば
不
蛍
に
既
得
権
を
侵
害
す
る
こ
さ
冶
な
る
。

然

る

に

此

の

如

き
は
人
口
稀
薄
に
し
て
未
開
な
る
地
方
な
ら
ば
兎
に
角
、
方
今
文
明
図
じ
ん
於
て
は
亙
額
の
出

資
を
要
し
、
到
底
岡
家
は
そ
の
負
擦
に
楢
ふ
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。

或
は
説
を
な
し
て
、
地
主

が
土
地
の
利
盆
を
聾
断
す
る
は
一
穫
の
一
公
盗
で
あ
っ
て
、
而
も
過
去
よ
り
終
来
に
亙
る
継
続

犯
な
る
が
放
に
、
寸
去
も
賠
償
す
る
の
必
要
な
し
さ
謂
ふ
も
の
が
あ
る
。

乍
併
又
他
面
よ

b

考

ふ

る

時

は

、

自

ら

努

力

し

て

得

た

る

物

に

濁

し

て

使

用

牧

盆

の

楼

利

を

認

な

る

こ

さ

は

正

義

の

要

求

で

あ

っ

て

、

之

れ

私

有

権

の

認

め

ら

る

冶

に

至

っ

た

倫

理

的

経

済

的

理

由

そ

あ

る

。

呆

‘

し

て

然

ら

ば

之

に

何

等

の

賠

償

を

奥

へ

十

し

て

奪

ふ

が

如

き

は

却

て

正

義

の

要

求

に

反

す
J

る
こ
さ
、
な
る
。

土

地

図

有

論

に

関

連

し

て

軍

一

税

論

の

主

張

な

看

過

す

る

誇

じ

は

行

か

な

い

。

一
税
論
は
種
々
の
形
式
例
へ
ば
、
軍
一
所
得
税
論
単
一
一
消
費
税
論
軍
一
地
租
諭
単
一
地
債
税

古
来
間
半

論
軍
一
資
本
税
論
等
に
分
れ
、
そ
の
主
張
も
相
呉
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
就
中
土
地
に
関
す
る

単
一
稔
論
者
の
主
張
に
就
て
見
る
に
、
土
地
は
一
柳
の
創
造
物
で
あ
っ
て
、
人
の
労
力
の
結
果
で

は
な
い
u

。

従

て

何

人

さ

雄

も

そ

の

別

有

を

主

張

す

る

権

利

は

な

い
M

。
而
し
て
地
償
の
増
加
は



主
ざ
し
て
一
位
舎
の
迩
歩
に
蹄
因
し
、
土
地
白
身
さ
均
し
く
人
の
努
力
の
結
果
で
は
な
い
。

っ

て

之

は

素

よ

り

蛍

然

赴

舎

の

有

に

蹄

す

ぺ

き

不

労

培

債

で

あ

る

。

又

土

地

の

私

有

権

は

凡
て
の
赴
合
的
窓
口
一
法
の
源
泉
で
あ
る
。
放
に
図
家
は
蛍
然
自
己
の
有
に
帰
す
ぺ
き
も
の
を 従

取

b
て
、
そ
の
渦
根
を
断
つ
の
義
務
が
あ
る
。

此
程
の
赴
合
問
題
佐
解
決
す
る
の
念
は
、
買
に

之

の

方

法

に

依

る

の

外

注

は

な

い

の

で

あ

る

さ

。

又
所
謂
単
一
稔
聯
盟
綱
領
に
依
れ
ば
‘
単

一
一
杭
は
労
働
問
題
を
解
決
し
、
貧
困
ケ
除
去
し
、
凡
て
の
職
業
の
賃
銀
診
最
高
に
迄
引
上
げ
、
凡

て
の
人
に
慰
安
さ
休
息
さ
を
奥
ヘ
、
文
明
の
思
惑
に
治
せ
し
む
る
が
如
く
、
多
量
の
生
産
を
怨

し
、
公
平
な
る
分
配
な
な
さ
ん
こ
ご
を
期
す
さ
。

要

す

る

に

単

一

税

論

の

一

般

的

理

論

は

略

以
上
の
誌
を
以
て
蚤
き
る
。

郎

も

土

地

の

不

労

培

債

詮

図

家

の

手

に

政

h
u

る

の

一

方

法

さ

し

て

単

一

税

に

依

ら

ん

芯

す

る

の

で

あ

る

。

乍

併

比

程

の

主

張

に

就

て

は

租

税

理

論

よ

り

見
て
、
幾
多
の
快
陥
を
有
し
、
到
底
之
を
支
持
す
る
こ
さ
は
出
来
な
い
。

そ

の

一

は

財

政

上

の

こ
ご
を
得
な
い
。

軍

一

税

は

強

力

性

を

快

く

が

故

に

財

政

上

の

需

給

関

係

に

応

じ

伸

縮

す

る

そ
の
こ
は
政
治
上
の
快
酔
純
で
あ
っ
て
、
単
一
稔
を
採
用
す
る
時
は
、
凡
て
の

快
貼
で
あ
る
。

関

税

を

底

止

す

る

こ

ご

〉

な

り

、

内

図

産

業

を

保

護

す

る

制

度

の

如

き

は

存

在

す

る

こ

ご

を

件
十
、
魚
め
に
図
策
上
政
治
上
の
武
器
な
失
ふ
こ
さ
〉
な
り
、
又
、
比
彪
に
保
護
問
題
な
全
く
除

不
州
目
指
値
さ
課
税
政
策

四
九



商

業

さ

経

済

五
O 

外

す

る

ご

す

る

も

、

関

税

殊

に

総

人

税

を

財

政

上

其

他

の

目

的

に

利

用

す

る

こ

さ

を

得

ぎ

る

そ

の

三

は

道

徳

上

の

侠

勃

で

あ

っ

て

、

単

一

税

論

者

は

好

ん

で

そ

の

論

披

を

こ
さ
〉
な
る
。

正

義

に

求

め

ん

ざ

す

る

も

、

却

て

租

税

賦

認

の

正

義

に

濁

す

る

こ

大

原

則

た

る

普

遜

(
5ぞ
の
?

3
5可
)
及
一
公
平

(
2
5ロ
q)
の

原

則

に

背

反

す

る

こ

さ

〉

な

る

コ

従

て

如

何

に

不

労

喰

債

の

事

質
あ
り
ざ
す
る
も
、
決
し
で
鼠
・
一
税
論
に
正
蛍
な
る
理
由
ぞ
奥
ふ
る
も
の
で
は
な
い
u
。

そ
の

四

は

経

済

上

の

侠

黙

で

あ

っ

て

、

之

を

貧

困

な

る

赴

合

及

新

聞

の

一

枇

舎

に

及

ぼ

す

結

果

よ

り

見

る

も

‘

又

一

般

農

民

及

農

業

に

及

ぼ

す

結

果

よ

り

見

る

も

、

勝

又

富

者

階

級

に

及

ぼ

す

結

果

よ
り
見
る
も
、
重
大
な
る
快
陥
が
あ
る
。

殊

に

単

一

税

論

は

そ

の

論

擦

な

所

謂

利

盆

設

に

置

く

も

の

で

あ

っ

て

.

今

日

租

税

の

校

球

さ

し

で

認

め

ら

る

、

給

付

能

力

設

さ

相

容

れ

ぎ

る

も

の
で
あ
る
。

以
上
の
如
〈
鼠
・
一
税
論
に
は
種
々
の
侠
貼
が
あ
る
。

乍

併

本

論

は

多

く

苛

欽

誌

求

の

弊

の

太

し

き

時

若

く

は

租

就

が

不

公

平

に

配

分

せ

ら

れ

、

人

民

の

問

に

不

平

の

段

盛

ん

な

る

時

に

主

張

せ

ら

れ

、

所

謂

赴

合

改

良

の

高

調

せ

ら

れ

た

る

時

に

於

け

る

有

力

な

る

武

器

な

り

し

貼

よ

り

稽

ふ

る

時

は

、

少

く

ご

も

そ

の

歴

史

的

低

位

ゐ

る

こ

ご

は

之

な

守

ふ

こ

ご

は
出
来
な
い
o

Q
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ハ
∞
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∞
O
]
由民

g
g
u
何
回
宮
山
、

Z
S
M
P
2
0
コ
"
の
F
P
H
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2

H

H

H

・
4
r
o
m
g
m
]
o
g
k

コ

一

般

的

に

土

地

の

不

労

増

債

を

図

家

に

奪

ふ

方

訟

は

主

ざ

し

て

、

相

緩

枕

賠

奥

稔

及

土

地

増
債
税
等
の
課
税
政
策
で
あ
る
。

甲

相

続

税

相

演

税

は

相

緩

開

始

の

際

に

課

徴

す

る

も

の

で

あ

っ

て

。

相

演

人

よ

り

見

れ
ば
全
く
一
の
偶
然
利
得
で
あ
り
、
又
不
労
増
債
で
ゐ
る
o

而
も
相
続
人
が
一
夜
相
演
入
に
お

従

て

岡

家

は

相

緩

財

産

し
て
親
等
の
陥
る
に
迫
れ
、
そ
の
不
労
培
償
性
は
一
局
増
大
す
る
。

の

額

さ

親

等

の

関

係

よ

り

見

て

課

税

政

策

を

定

む

る

の

必

要

が

あ

る

o

又

之

を

租

税

の

給

付
能
力
説
よ
り
謂
ふ
も
.
大
な
る
財
産
を
相
続
す
る
も
の
は
、
小
な
る
財
産
&
承
継
す
る
者
よ

り
も
、
租
税
訟
仕
挑
ふ
上
に
が
、
て
成
予
る
苦
痛
は
割
合
に
小
で
あ
り
、
そ
の
給
付
能
力
は
大
で

品の
4
0
0

従
て

一
府
高
き
恋
一
・
を
課
し
所
謂
相
演
財
産
の
大
さ
に
よ
る
従
量
累
進
の
方
法
を
採

又

同

額

の

相

続

財

産

に

で

も

親

等

の

近

き

者

は

遠

き

者

よ

b
も
、
一
層

る
が
至
蛍
で
あ
る
。

多

く

蛍

然

な

b
さ
考
ふ
る
結
果
、
そ
の
課
税
に
依
る
苦
痛
は
大
で
あ
る
。

反

之

親

等

の

遠

き

者
程
そ
の
苦
痛
は
減
少
す
る
が
故
に
、
給
付
能
力
は
大
で
あ
る
o

一
エ
ム
ぺ
き
、
相
続
人
之
被
相
続
人
さ
の
問
の
親
等
に
よ
る
特
殊
な
る
累
巡
恋
?
を
迎
用
す
る

E

従
て
所
謂
従
質
問
治
進
さ
も

が
至
山
首
で
あ
る
。

mw
勿

論

此

等

の

こ

さ

は

今

日

皐

説

及

質

例

に

於

て

一

般

に

認

め

ら

る

〉

不
労
噌
債
で
課
税
政
策

五



商

業

さ

経

済

五

所
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
我
図
の
租
税
訟
に
於
て
も
‘
之
を
家
替
相
続
及
泣
産
相
絞
の
場
合
に
於

て
税
率
の
相
異
を
認
む
る
の
み
な
ら
や
、
前
者
に
於
て
も
相
綾
財
産
の
大
き
に
応
じ
て
、
従
量

話

落

率

を

適

用

す

る

は

勿

論

(
イ
)
相
綴
人
が
直
系
卑
属
な
る
さ
き

(
ロ
)
相
続
人
が
被
相
緩
人
の
指
定
し
た
る
者
又
は
被
相
絞
人
の
配
偶
者
兄
弟
姉
妹
弁
に
其

の
卑
属
中
よ
り
選
ば
れ
た
る
者
‘
設
相
絞
人
の
家
族
た
る
直
系
等
族
又
は
夫
な
る
さ
き

(
ハ
)
相
続
人
が
親
族
舎
に
依
り
被
相
続
人
の
親
族
家
族
分
家
の
戸
主
又
は
本
家
君
は
分
家

の

家

族

中

よ

り

又

は

他

人

の

中

よ

り

選

定

せ

ら

れ

た

る

三

き

の
如
く
親
等
を
異
に
す
る
に
従
ひ
て
税
率
を
異
に
し
、
遺
産
相
絞
に
在
つ
で
も

(
イ
)
相
続
人
が
直
系
卑
属
な
る
さ
き

(
ロ
)
相
続
人
が
配
偶
者
又
は
直
系
曾
麗
な
る
さ
き

(
ハ
)
相
続
人
が
其
の
他
の
者
な
る
さ
き

の
各
場
合
に
於
て
累
進
級
の
刻
み
方
ケ
兵
じ
し
て
居
る
。
比
等
の
貼
は
諸
外
図
に
於
て
も
、

そ
の
種
類
及
程
度
を
具
に
こ
そ
す
れ
、
大
践
に
於
て
、
同
一
の
精
紳
に
よ
り
立
法
せ
ら
れ
て
居

る
O 

勿
論
滋
に
相
綴
財
産
は
必
干
し
も
土
地
の
み
に
限
ら
子
、
凡
て
の
財
産
を
指
す
の
で
あ



る
が
、
土
地
は
其
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。

今
日
諮
問
に
於
て
立
法
の
上
に
、
所
調
不
労
利
得

を
岡
家
に
奪
ふ
の
方
法
ぜ
し
て
、
相
続
税
制
反
の
確
立
せ
玄
る
所
は
な
い
。

乍

併

相

続

の

如

き

不

労

利

得

の

最

も

顕

著

な

る

場

合

に

於

て

は

、

今

日

の

程

度

を

以

て

満

足

す

べ

き

で

は

な

し、
O 

郎
ち
之
に
封
す
る
課
税
政
策
さ
し
て
は
、
従
来
に
比
し
一
一
居
そ
の
累
迭
の
，
程
度
を
大
に

し

、

此

の

如

き

不

労

利

得

を

図

家

の

手

に

欣

む

る

の

機

合

そ

作

る

こ

さ

が

必

要

で

あ

る

の

み

な
ら
や

J

、

又

そ

れ

芯

同

時

に

他

面

に

於

て

給

付

能

力

の

各

種

の

事

情

に

応

じ

て

累

迩

に

差

等

を
附
す
る
こ
さ
が
必
要
で
あ
る
。

而
し
て
そ
の
方
法
ご
し
て
は
、
我
閣
の
相
続
税
訟
に
就
て

謂
ふ
時
は
、
現
行
の
方
泌
の
外
仁
、
相
続
人
の
後
利
能
力
の
有
無
大
小
、
相
緩
人
の
所
得
及
財
産

山
川
態
給
一
寸
も
亦
給
付
能
力
に
差
等
を
生
悲
し
な
る
も
の
な
る
が
故
に
、
之
に
依
り
て
累
進
課
税

を

計

却

す

る

の

必

要

が

あ

る

o

州

乍

併

如

此

理

論

上

首

肯

せ

ら

る

べ

き

事

柄

も

質

際

の

越

用

上

に

於

て

は

極

々

の

困

難

を

件

ふ

も

の

で

あ

る

。

以
上
相
続
税
じ
就
て
謂
ひ
待
ら
る
、
こ
ご
は
、
贈
奥
の
場
合
に
も
越
用
せ
ら
れ
る
。

差

し

附
加
奥
は
之
を
受
く
る
者
よ

b
見
る
さ
き
は
偶
然
性
を
有
し
、
際
に
不
労
利
得
で
あ
る
。

従

て

附
加
奥
税
設
定
及
宝
探
の
理
由
も
亦
此
山
胞
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

〈
。

ν

間
百
訪
日
間
以
M

(

寸
同
防
円
引
い
汁
向
日
書
羽
詰
凶
川
詰
誌
諒
一

ι
2
w
h
v
事
制
付
加
悦
一
い
詫
八

不
山
内
均
貯
侃
さ
課
税
政
筑

五



商

業

さ

経

済

五
四

ハH

。〉
E 

!-r 

乙

土

地

増

債

税

本

税

は

土

地

の

不

労

培

依

印

も

赴

合

的

に

作

成

せ

ら

れ

た

る

増

僚

、

(
ω
o
n一色
q
Q
B
R仏山口
3
5
8け

g
宮
内
)
じ
謝
す
る
課
税
で
あ
っ
て
、
不
労
増
償
課
徴
方
治
中
最
も
特

色
有
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
立
法
例
は
比
較
的
最
近
の
事
に
印
刷
す
る
も
、
此
の
程
の
思
想
は

既
に
述
ぺ
た
る
が
如
〈
、
経
済
事
界
の
五
人
ミ

Y

の

経

済

原

論

中

の

不

労

培

依

(
5
8円

R
E
5
5
s

自
の
口
付
)
に
あ
る
。

一
九

O
九

年

の

英

図

議

合

に

於

て

、

本

就

が

図

税

ご

し

て

提

案

討

議

せ

ら

れ

た
る
際
、
六
月
入
日
政
府
議
の
名
士
ロ
プ

y

y

氏

は

ぜ

1
・
エ
ス
・
ミ

Y

は

買

に

土

地

増

位

税

の

父

さ

も

亦

剣

道

者

芯

も

謂

ふ

ぺ

し

ぎ

の

賛

僻

ヶ

呈

し

た

。

又

英

図

の

ミ

Y

T
」
相
噺
ん
で
本

税
の
後
遣
に
貢
献
せ
る
も
の
は
、
濁
逸
早
界
の
偉
人
ア
ド

Y

プ・
7

グ
ナ
ー
で
あ
る
。

而
し
て

立
訟
上
最
も
古
き
も
の
は
、
一
八
九
四
年
ブ
ラ
シ
ク
ブ
グ
ー
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
シ
市
に
於
て
立
案
せ

ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
本
枕
は
制
御
逸
に
於
て
は
地
方
税
ご
し
て
後
述
し
、
一
九
一

一
年
に
於
て
は
、
帝
図
培
債
枕
漆
の
後
布
ざ
な
り
て
図
稔
に
鐙
化
し
、
其
後
再
び
地
方
税
じ
移

っ
た
の
で
あ
る
。

英

図

に

於

て

は

蛍

初

よ

り

図

税

の

方

針

を

採

り

、

一

九

O
九
l
l

一
O
年
の

財

政

法

第

一

編

に

規

定

せ

ら

れ

そ

の

質

施

を

見

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

官
一
施
後
の
成
総

に

就

て

は

未

だ

見

る

べ

き

も

の

が

な

い

。

顧

ふ

じ

土

地

培

債

枕

が

閥

税

ご

し

て

は

不

成

功



に
終
り
、
地
方
税
淫
し
て
寧
ろ
採
用
せ
ら
る
K
A

傾
向
を
有
す
る
こ
ご
は
、
本
殺
そ
の
も
の
が
、
租

殺

さ

し

て

は

徐

h
J
に
多
く
利
盆
設
じ
傾
く
性
質
を
，
有
す
る
が
矯
め
で
あ
る
。

我

図

じ

於

て

一
も
関
東
応
が
之
を
地
方
殺
さ
し
て
設
定
し
、
又
最
近
都
市
計
劃
財
源
さ
し
て
勅
令
じ
よ
り
、
特

別

税

ご

し

て

採

用

せ

ら

れ

ん

さ

し

夕

、

あ

る

こ

さ

は

、

此

問

の

消

息

な

最

も

良

く

物

語

る

も

の
で
あ
る
。

土

地

培

依

枕

は

土

地

の

不

労

培

債

を

課

税

標

準

ぜ

な

す

も

の

な

る

が

故

に

、

土

地

に

加

へ

ら

れ

た

る

個

人

の

労

資

に

成

る

改

良

費

は

蛍

然

之

よ

b
除
く
べ
き
で
あ
る
。

仔'Ij

之
詮
井
、
整
地
‘
植
川
側
、
用
感
水
路
、
専
用
道
路
、
堤
坊
の
如
き
、
土
地
の
改
良
物
ざ
し
て
永
久
的
施
設

で
あ
り
、
現
じ
依
位
の
存
在
す
る
も
の
は
不
労
培
債
に
あ
ら
ざ
る
が
放
に
、
之
を
除
外
し
て
謀

税

標

準

含

定

む

べ

き

で

あ

る

o

普
通
に
行
は
る
冶
方
法
は
、
現
在
債
格
さ
前
取
得
偵
格
さ
の

差

額

印

も

噌

依

綴

よ

b
改
良
裂
を
控
除
し
、
又
そ
の
控
除
の
形
式
に
就
て
も
、
或
は
之
ケ
前
取

符

債

格

に

加

算

し

て

課

税

標

準

を

算

出

す

る

こ

さ

が

あ

る

o

も

精

細

且

比

絞

的

完

全

な

る

も

の

は

獅

迩

帝

国

培

償

税

訟

の

採

用

せ

る

も

の

で

あ

る

。

に

之

そ

示

せ

ば

左

の

如

く

で

あ

る

。

川

w

aJ
前

取

得

依

格

に

加

算

せ

ら

る

ぺ

き

額

而

し

て

此

等

の

賠

に

つ

き

最
言え

一
、
譲
渡
に
要
し
た
る
費
用
ざ
し
て
取
得
債
格
の
同

μ

不
必
常
川
以
さ
課
税
政
策

五
五



商

業

さ

経

済

五
六

二
、
建
築
費
、
修
繕
費
.
永
続
的
改
良
尚
武
(
農
業
林
業
に
閲
す
る
も
の
な
も
合
む
)
鉱
山
に
於
け

る
採
掘
費
及
永
続
的
設
備
費
.
並
(
他
計
算
上
の
債
依
の
五
%
'
を
加
へ
た
る
も
の
、
而
し

て

若

し

譲

渡

人

が

建

築

偉

業

者

又

は

建

築

工

匠

等

に

し

て

自

ら

建

築

企

業

者

な

る

場
合
は
、
そ
の
一
五
%
を
加
算
す

三

祇

税

計

算

の

標

準

た

る

期

間

に

於

け

る

公

の

設

備

及

改

良

の

怨

め

の

出

費

井

に

特

別
課
徴
、
而
し
て
暦
年
柊
了
後
此
期
間
の
各
会
年
に
濁
し
十
五
年
に
及
ぶ
迄
之
に
そ

の

額

の

四

%

を

加

算

す

問
、
総
取
得
債
格
及
一
、
二
、
ム
ハ
に
依
る
加
算
額
が
直
近
の
移
特
以
後
各
年
一
ア

I
Y
(
百
平

方
米
突
)
に
付
百
麻
克
を
)
又

mw
萄
畑
に
し
て
一
ア

1

Y

三

百

麻

克

佐

超

過

せ

ゴ

る

ご

き
は
、
其
の
総
額
の
二
、
二
分
の
一

μ

五
、
未
改
良
地
さ
改
良
地
さ
の
問
に
区
別
を
設
け
、
前
者
に
あ
り
で
は
最
後
の
移
特
あ
り

た
る
時
よ
り
、
各
年
毎
に
現
買
取
得
倍
格
弁
に
並
(
の
附
加
額
芝
、
四
の
計
算
に
於
け
る

総

額

さ

の

向

に

於

け

る

差

額

に

濁

す

る

こ

μ
を
又
後
者
の
場
合
に
は
そ
の
一
、
二
分

の
一

μ
を
加
算
す
、
而
し
て
最
後
の
移
碑
の
時
よ
り
五
年
ケ
経
ぎ
る
ご
さ
は
、
未
改
良

地
に
於
け
る
附
加
綴
は
そ
の
二
分
の
一
を
減
、
?



六
、
抵
蛍
付
土
地
に
し
て
破
産
底
分
じ
よ
り
て
移
特
し
た
る
さ
き
は
、
そ
の
損
害
額
を
加

ふ

川
門
差
増
綴

ef
決
定
す
る
じ
は
、
一
見
じ
次
の
額
を
現
在
譲
渡
債
格
よ

b
控

除

す

一
、
譲
渡
人
の
仕
抑
ひ
た
る
譲
渡
費
用
(
此
の
内
に
は
地
方
の
慣
習
に
よ
る
手
数
料
を
合

む
二
、
譲
渡
人
の
申
請
あ
る
さ
き
は
、
年
々
の
土
地
よ

b
の
股
盆
額
に
し
て
、
前
取
得
債
格
に

此
位
一
寸
の
附
加
額
(
一
、
二
.
及
六
に
奉
げ
た
る
も
の
)
を
加
算
し
た
る
も
の
、
三
%
以
下
な

る
ご
さ
は
、
ぞ
の
股
盆
額
、
但
し
此
れ
は
最
後
の
移
轄
の
時
よ
り
各
年
毎
仁
、
計
算
す
る

も
、
十
五
年
以
上
総
絞
す
る
も
の
に
あ
り
で
は
此
の
限
じ
あ
ら
十

川
川
此
・
の
外
一
議
波
債
格
に
加
算
せ
ら
る
ぺ
き
額
左
の
如
し

一
、
土
地
の
仮
住
低
落
の
絡
の
補
償

二
‘
譲
受
人
に
於
て
譲
渡
人
じ
代
り
て
譲
渡
契
約
に
於
て
、
本
税
の
負
携
を
約
し
た
る
さ

き

は

そ

の

税

額

以

上

は

そ

の

大

要

で

あ

る

が

、

何

れ

の

税

法

に

於

て

も

此

の

如

く

精

細

な

る

規

定

を

設

け

た

る
所
は
な
い
。

土
地
の
所
宥
権
移
制
作
の
場
合
に
そ
の
不
鋒
培
僚
に
課
徴
す
る
こ
ご
は
普
通

京
地
町
時
哨
伯
さ
課
税
政
策

五
，じ



商

業

さ

経

済

五
八

に
行
は
る
〉
所
で
あ
る
。

殆
ん

J
Y

」
移
制
作
す
る
こ
ご
な
き
場
令
に
は
、
之
に
課
徴
す
る
の
詮
が
な
い
。

乍

併

そ

の

土

地

に

し

て

治

人

の

所

有

に

か

、

る

等

の

事

情

よ

b

係
に
於
て
↓
公
卒
を
快
く
こ
さ
〉
な
る
o

従

て

前

者

さ

の

関

之
に
応
、
?
る
策
ざ
し
て
諾
図
に
於
て
採
用
せ
ら
る

冶
も
の
は
、
直
接
税
さ
し
て
定
期
課
徴
を
結
局
す
こ
ご
で
あ
る
。

例

へ

ば

英

闘

の

如

き

は

治

人

所
有
の
土
地
に
付
て
は
、
先
づ
一
九
一
四
年
四
月
五
日
に
課
徴
じ
、
其
後
十
五
年
毎
に
評
侭
課

徴
し
、
苔
濁
旬
開
砂
州
に
於
て
は
、
車
り
治
人
の
土
地
の
み
な
ら
子
、
自
然
人
に
劉
し
で
も
其
の
土

地

の

所

有

二

十

五

年

以

上

に

及

ぶ

時

は

評

依

課

徴

し

‘

我

が

関

東

燥

に

於

て

は

十

五

年

間

土

地

所

有

擦

の

移

特

な

さ

さ

き

に

も

賦

課

す

る

旨

の

規

定

が

あ

る

。

次

に

税

率

に

於

て

も

議

は
比
例
稔
之
し
て
英
国
の
如
き
は
、
五
訪
の
培
債
毎
に
一
傍
印
も
二
%
で
あ
り
、
宮
濁
領
勝
州

も
三
割
三
分
三
庄
の
比
例
税
で
あ
る
。

然

る

に

窓

濁

洛

帝

図

増

便

税

注

及

そ

の

地

方

税

の

多
く
に
於
て
は
、
累
進
率
を
活
用
し
‘
我
が
関
東
取
の
規
則
も
亦
同
様
で
あ
る
。

惟

ふ

に

荷

も

課

税

標

準

を

算

出

決

定

し

て

そ

れ

が

純

然

た

る

不

労

培

債

の

性

質

を

有

す

る

も

の

ご

す

れ

ば
、
ぞ
の
会
部
を
図
家
の
手
に
奪
ふ
さ
す
る
も
、
何
等
非
難
す
べ
き
貼
は
な
い
。

き

理

想

は

今

日

に

於

て

到

底

賀

行

せ

ら

れ

ヂ

ざ

す

れ

ば

、

不

労

増

依

重

訴

の

理

由

に

依

b
可

乍

併

此

の

如

及

的

重

き

特

殊

累

進

の

方

法

に

依

る

も

宅

も

負

捻

者

の

苦

痛

さ

な

る

も

の

で

は

な

い

。



〈

H

同一)可
2
2
m
o
r
o
m
m
r
叶
H
H
O
H
O
M門
戸
巴

O

ロ
O

ロ
】
HH
ロ門
H
4
M
H
E
3
H

ゆ同小・の
V
P
H
V

件。H
H

く・司・でお・

三

特

殊

の

原

因

よ

b
生
十
る
不
労
増
債
守
、
国
家
の
手
に
牧
む
る
方
法
の
主
な
る
も
の
は
、
所

謂
特
別
課
徴
制
度
で
あ
る
。

特

別

課

徴

は

米

園

に

て

は

名

2
-
1
-
g
2
2
5
8け

て
は

E門

2
5
8け
仲

良

ご

務

せ

ら

れ

て

居

る

。

仰

而

し

て

此

程

の

思

想

及

そ

の

起

源

は

寧

ろ

例

之

一

六

六

二

年

タ

エ

λ

ト

ミ

シ

ス

タ

ー

の

街

路

慌

張

の

際

じ

於

け

る

係

ご
一
式
ひ
、
英
国
に

ト
ム
』
刊
現
こ
王

3
0

4J
夕
仁

E

l

-

例
に
於
て
、
其
の
費
用
の
支
枇
併
を
人
民
の
任
意
的
寄
附
に
依
り
て
結
局
す
ぺ
し
さ
規
定
し
、
更
に

若
し
任
意
的
寄
附
金
ぞ
以
て
不
充
分
な
る
場
合
に
於
て
は
、
街
路
披
張
賀
行
委
員
は
、
財
産
所

有

者

に

お

し

其

の

・

受

け

た

る

利

盆

に

比

例

し

て

費

用

な

認

す

ぺ

き

権

利

ケ

奥

へ

ら

れ

た

の

乍

併

其

の

賀

行

は

寧

ろ

米

闘

に

於

て

著

大

な

る

後

遣

を

遂

げ

穴

の

で

あ

る

o

で
あ
る
。

~rJ 

も

米

闘

に

於

け

る

最

初

の

法

律

の

基

礎

を

匁

せ

る

も

の

は

、

一

六

九

一

年

の

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

州
法
で
あ
-
っ
て
、
今
日
に
於
て
は
各
都
市
の
重
要
な
る
財
源
営
局
し
て
居
る
。

特

別

課

徴

の

精

紳

は

、

所

有

財

産

の

市

債

が

地

方

公

共

図

陸

の

改

良

行

忽

に

よ

b
て
騰
貴
し
た
る
さ
き
は
、

其

の

財

産

の

所

有

者

は

、

特

別

に

改

良

費

そ

負

捻

す

べ

き

も

の

な

b
さ
の
、
所
認
受
盆
者
の
特

別
負
砂
防
じ
在
る
。

印

も

市

町

村

等

の

公

共

回

股

が

滋

路

の

改

良

事

業

ご

し

て

、

其

の

新

設

慌

際

舗

装

歩

近

改

良

橋

梁

建

設

等

ぞ

施

行

す

る

時

は

、

そ

の

地

区

に

居

住

す

る

人

民

は

不

労

的

不
労
常
債
さ
課
税
策

主
九



商

業

さ

経

済

ムハ

O

に
利
盆
ぞ
得
る
が
故
に
、
比
等
の
受
盆
者
に
改
良
費
を
負
捻
せ
し
む
る
の
で
あ
る
、
之
れ
又
不

勢

増

債

を

赴

合

の

手

に

股

む

る

有

力

な

る

方

注

で

あ

る

。

右
の
如
〈
特
別
課
徴
は
、
政
府
の

施
設
に
よ
り
特
殊
の
利
盆
を
受
く
る
一
定
地
域
内
の
者
に
封
し
‘
其
の
費
用
を
文
枇
附
す
る
結
局

め

受

盆

の

程

度

に

応

じ

て

賦

果

す

る

も

の

で

あ

る

。

問

或

は

之

を

特

別

分

擦

金

さ

砕

す

る

皐

者

も

あ

る

。

同

然

ら

ば

特

別

課

徴

の

性

質

は

租

税

な

り

や

芯

云

ふ

に

、

若

し

凡

て

政

府

の

課

徴

桜

に

よ

り

強

制

的

に

課

徴

す

る

も

の

を

以

て

租

税

な

b
芯
す
る
ぜ
き
は
、
之
の
意
味
じ

於
て
は
租
税
で
あ
る
。

乍
併
今
日
租
税
は
所
謂
一
一
般
報
償
の
原
則
に
採
る
が
放
に
、
特
別
課

一
徴
の
如
く
、
受
盆
の
程
度
じ
応
じ
て
認
す
る
特
別
報
償
の
性
質
を
有
す
る
も
の
は
之
を
租
税

な

り

さ

謂

ふ

こ

ご

は

出

来

な

い

。

向

次

に

手

数

料

さ

の

関

係

は

如

何

さ

謂

ふ

に

、

政

府

の

特

段

な

る

施

設

に

依

り

て

利

盆

を

受

く

る

者

に

到

し

課

徴

せ

ら

る

〉

も

の

な

る

が

放

に

、

此

の

結
に
於
て
は
租
税
さ
具
り
、
寧
ろ
手
数
料
に
延
似
し
、
或
は
康

p

義
の
手
数
料
に
入
れ
て
、
租
稔
さ

封
立
せ
し
な
る
こ
さ
が
出
来
る
。

乍
併
前
者
は
一
定
地
域
内
の
受
盆
に
課
せ
ら
れ
、
地
域
弁

に
財
産
に
付
て
制
限
的
な
る
に
反
し
.
後
者
は
然
ら
十
し
て
、
一
般
的
で
あ
る
。

従

て

此

の

黙

に

雨

者

の

相

異

結

を

後

見

す

る

こ

さ

が

出

来

る

。

さ

て

又

手

数

料

に

も

あ

ら

ざ

る

一

種

特

別

の

課

徴

で

あ

る

。

故
に
特
別
課
徴
は
租
税
に
あ
ら
や
、
さ
り

同

之

れ

特

別

課

徴

な

る

名

稲



の
存
す
る
所
以
で
あ
る
。

政
府
が
道
路
、
橋
梁
、
築
堤
.
下
水
道
等
の
営
造
物
の
新
設
改
良
の
匁

め
‘
そ
の
費
用
を
一
定
地
域
の
住
民
よ

b
徴
牧
す
る
こ
さ
は
、
印
も
政
府
の
カ
に
よ
り
て
作
ら

れ
た
る
人
民
の
不
労
培
債
守
容
ふ
こ
さ
で
あ
る
。

ロ

ー

ズ

ク

オ

1

タ

1

氏

が

特

別

課

徴

を

以
て
疑
も
な
く
、
地
債
増
加
の
一
部
分
を
不
労
利
得
よ

b
勤

労

利

得

に

移

す

も

の

な

b
さ
謂

へ
る
こ
さ
は
、
之
の
賂
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
間
特
別
課
徴
の
制
度
は
我
図
の
法
制
上
じ

郎

ち

市

制

一

二

二

保

町

村

制

一

O
二
僚
の
如
き
は
之
で
あ
る
。

於
て
も
皆
無
で
は
な
い
。

故

人

な

利

す

る

営

造

物

の

設

置

維

持

其

他

の

必

要

な

る

費

用

は

其

の

関

係

者

に

負

搭

せ

し

な

る

ニ

さ

を

得

G 

市
(
町
村
)
の
一
部
を
利
す
る
管
治
物
の
設
置
維
持
其
他
の
必
要
な
る
費
用
は
其
の
部
内
に

於
て
市
(
町
村
)
稔
を
納
む
る
義
務
あ
る
者
に
負
携
せ
し
む
る
こ
さ
を
得

一
般
文
化
の
後
遣
に
伶
ひ
、
都
市
の
改
造
は
急
要
事
で
あ
る
さ
同
時
に
、
他
商
此
等
の
一
公
の
改

良

に

よ

り

て

不

労

利

得

を

得

る

の

機

舎

は

盆

増

大

す

る

の

で

あ

る

。

従

て

比

等

の

不

労

利

得
を
治
体
め
防
止
し
負
擦
の
一
公
平
な
保
た
し
む
る
結
局
め
に
は
、
此
の
如
き
特
別
課
徴
の
制
度
を

善

用

す

る

こ

さ

は

最

も

策

の

得

た

る

も

の

で

あ

る

。
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商

業
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円
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ふ
品
。

要

つ

前

叙

の

如

く

不

労

増

債

は

何

等

労

す

る

所

な

く

し

て

生

子

る

財

産

の

培

俄

で

あ

る

。

て
比
の
意
味
に
於
て
は
草
に
土
地
に
就
て
生
宇
る
の
み
な
ら
争
、
凡
て
の
も
の
に
就
て
後
生 従

す
る
現
象
で
あ
る
。

郎
ち
土
地
は
草
に
そ
の
一
場
合
に
過
ぎ
な
い
。

間

放

に

比

等

各

種

の

不

労

培

債

を

岡

家

の

手

に

牧

む

る

の

方

訟

を

攻

究

す

る

事

が

必

要

で

ゐ

る

。

又

そ

の

方

泌

FAV

、
o

'
i
p
u
 

ざ
し
て
、
今
日
の
社
合
制
度
に
於
て
は
、
国
家
の
政
策
.
ざ
し
て
は
課
税
政
策
じ
依
る
の
外
治
は

印
も
理
想
的
に
云
ふ
時
は
、
此
等
の
不
労
増
俄
の
後
生
す
る
原
因
を
極
め
、
岡
家
的
赴

曾

的

及

経

済

的

原

因

に

よ

り

で

生

十

る

不

労

増

僚

に

お

し

‘

庚

〈

別

に

相

続

税

熔

奥

税

財

産

増
債
税
投
機
利
得
税
戦
時
利
得
税
等
を
起
し
て
、
不
労
利
得
税
の
膿
系
営
作
り
、
現
今
の
税
制



の
陸
系
た
る
所
得
課
税
の
趣
旨
よ
り
出
た
る
租
税
、
位
系
に
相
調
立
し
て
、
而
も
之
を
補
ふ
形

さ
な
す
べ
き
で
あ
・
る
。
間
乍
併
土
地
は
他
の
も
の
に
比
し
、
不
労
増
債
の
最
も
顕
著
に
後
現

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
赴
合
上
の
弊
窓
口
ち
亦
大
で
あ
る
。

従

て

土

地

の

不

努

増

債

に

劉

す
る
課
税
政
策
は
、
一
一
層
緊
要
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
逃
ぺ
た
る
が
如
く
、
祉
合
的
に
作
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
放
に
、
之
ケ
全
部
個
人
の
手

よ

り

奪

ふ

も

何

等

苦

痛

を

奥

ふ

る

も

の

で

は

な

い

。

ωも
そ

の

不

労

利

得

の

全

部

を

夫

ふ

不
労
増
債
の
本
質
は
、
既

も

そ

の

経

済

主

位

の

生

活

を

脅

か

す

こ

さ

に

は

な

ら

な

い

。

き
不
労
増
債
を
生
も
し
め
、
分
配
の
不
公
平
な
起
き
し
な
る
現
今
の
赴
合
制
度
を
改
造
し
、
土

乍
併
そ
の
源
に
朔
り
、
比
の
如

地

の

私

有

格

制

皮

を

覆

滅

し

土

地

図

有

制

を

断

行

す

る

を

以

て

根

本

的

解

決

策

さ

な

す

べ

き
は
勿
論
で
あ
る
。

尤

も

此

の

主

義

に

付

て

は

相

蛍

支

持

賂

あ

る

さ

同

時

に

、

又

到

底

資

行

し
継
さ
事
情
も
あ
る
。

山コ

-
-
z
d
F
E
-
-
-
A吋

t

-

t

従
て
私
有
権
制
度
の
否
・
認
せ
ら
る
、
時
代
の
来
る
時
は
兎
に
角
、
比

制
h

肢

が

一

般

に

肯

定

せ

ら

る

〉

現

代

に

於

て

は

、

悶

家

が

不

労

利

得

を

自

己

の

手

に

牧

な

る

方
、
法
は
、
租
殺
に
依
る
の
外
は
な
い
。

又

比

の

如

き

不

労

利

得

の

原

因

は

、

図

家

の

手

に

作

ら

れ
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
之
を
個
人
に
理
由
な
く
し
て
謹
断
せ
し
む
る
こ
ご
は
、
宮
の
分
配

な

不

公

平

な

ら

し

め

赴

合

政

策

の

要

求

に

反

す

る

こ

芝

、

な

る

。

之

れ

課

税

政

策

上

不

労

不
出
刀
帥
哨
伯
ぜ
」
課
税
策

-L. 
ノ、



商

業

さ

経

持

六
四

利

得

重

認

の

理

由

の

存

す

る

所

で

あ

る

。

而

し

て

課

税

政

策

ぎ

し

て

吾

人

は

土

地

じ

闘

し

て
は
、
前
に
拳
げ
た
る
諸
積
の
課
徴
方
法
な
採
用
す
る
を
以
て
急
務
ご
な
す
の
で
あ
る
が
、
我

図

今

日

の

制

度

K
於

て

は

、

吾

人

の

比

の

理

想

に

遠

ざ

か

る

こ

さ

は

甚

だ

大

な

る

も

の

が

あ

る。

(
大
正
十
二
年
四
月
)
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